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  「川崎市社会的養育推進計画」（案）

に関する意見募集の実施結果について

１ 概要

川崎市では、社会的養育に関する取組を推進していくため、「川崎市社会的養育推進計画」（案）

をとりまとめ、広く市民の皆様の御意見を募集しました。

その結果、２６通（意見総数６２件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれ

に対する本市の考え方、及び御意見を踏まえて作成した「川崎市社会的養育推進計画」を併せ

て公表します。

２ 意見募集の概要

３ 結果の概要

意見提出数（意見数） ２６通 ( ６２件）

内

訳

電子メール ５通 ( １８件）

郵送  ２通 ( ５件）

ファクシミリ １２通 ( ２０件）

持参  ７通 ( １９件）

意見の募集期間 令和元年11月 27日（水）～令和元年12月 26日（木）

意見の提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参

募集の周知方法

・市政だより（令和元年12月１日号掲載）

・市ホームページ

・紙資料の閲覧

かわさき情報プラザ、各区役所・支所及び出張所の閲覧

コーナー、市民館、図書館、こども未来局こども保健福祉課

・関係機関へ案内を送付

児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、川崎市里親会

結果の公表方法

・市ホームページ掲載

・紙資料の閲覧

かわさき情報プラザ、各区役所・支所及び出張所の閲覧

コーナー、市民館、図書館、こども未来局こども保健福祉課

資料１
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４ 意見の内容と対応  

「川崎市社会的養育推進計画」（案）の内容に対して、里親への支援体制の充実や施設の専門

性確保に向けた取組の必要性に関する御意見のほか、表現のわかりやすさに関する御意見等が

寄せられました。里親当事者による支援に関する記載を加えるほか、これまでの取組や用語の

説明を追記するなど一部意見を反映し、「川崎市社会的養育推進計画」を取りまとめました。

【御意見に対する対応区分】

Ａ：御意見を踏まえ、当初案に反映したもの

 Ｂ：御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの

 Ｃ：今後の取組を進めていく上で参考とするもの

 Ｄ：案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの

 Ｅ：その他

【意見の件数と対応区分】

項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計

(1) 児童相談所における専門的支援の推進

に関すること
 2  4  6

(2) 地域における相談支援の推進に関する

こと
 ２  １  ３

(3) 特別養子縁組等の推進に関すること  2 １ 4  ７

(4)「養育里親」への委託推進に関すること 4 5 ２ １ １ １３

(5) 施設における専門的支援の充実に関す

ること
 1  21  ２２

(6) 児童の自立支援の推進に関すること  １    １

(7) 代替養育の量の見込みと代替養育体制

の確保に関すること
 １    １

(8) 児童の状況を踏まえた家庭養育の推進

に関すること
 ２  １  ３

(9) 計画全般に関すること 1  4   5

(10) その他     1 1

合計 ５ 16 ７ 3２ 2 ６2

具体的な御意見の内容と市の考え方については、次ページ以降を御参照ください。
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５ 具体的な御意見の内容と市の考え方

（１）児童相談所における専門的支援の推進に関すること
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
１  専門性を高めた職員が数年後に異動す

る現状がある。障害者、高齢者、生活保護

等など色々な分野を異動するのでなく専

門性を確保してほしい。

 本市では組織的な対応力を確保しつつ、広範な知識・

技術を有した資質の高い専門職を育成するため、個々の

職員のスキルや経験、適性を判断し、計画的なジョブロ

ーテーションを推進しております。 

 今後も国の示す配置基準等を踏まえながら児童福祉

司や児童心理司を着実に配置するとともに、専門職とし

ての資質の向上や多職種が連携して組織的に対応でき

るよう研修等を行い、児童相談所の専門性の向上に向け

た取組を進めてまいります。

Ｄ

２  児童相談所の担当職員によって、ケース

ワークに差があると感じる。子どもに不利

益になることがないよう、研修や職員への

スーパーバイズ（指導・助言・援助）体制

等の検討を引き続きお願いしたい。

  本市では新規採用職員等に対する児童相談所業務研

修や多職種が連携して組織的に対応するための研修を

行うとともに、職員間のスーパーバイズ体制を確保しな

がら人材育成を推進しています。 

 今後も各職場・職種ごとに、業務を進める中での人材

育成や研修内容の充実により、児童相談所の専門性の向

上に向けた取組を進めてまいります。

Ｂ

３  川崎市は公立の児童養護施設がないこ

とから、児童相談所の職員に里親や施設に

対する理解が不足していると感じる。 

 民間の入所施設を活用し、子どもの生活

実態、施設職員の養育現場を体験する研修

を人材育成に盛り込んでいただきたい。

 本市では新規採用職員等に対する児童相談所業務研

修の中で、代替養育を担う里親や施設等に関することを

盛り込み、一部のカリキュラムでは里親の方を招き、現

状の理解に努めているところです。今後も研修内容の改

善を図りながら、児童相談所職員の人材育成を進めてま

いります。

Ｄ

４  児童相談所の専門的支援を推進してほ

しい。世情が厳しい中、辛い思いをしてい

る家庭が増えている。まず人員を増やし、

相談できる場所を多くしてほしい。教育も

大事である。社会参加・再生できる道を広

げてほしい。

 児童虐待の相談・通告件数は増加傾向にあり、中には

経済的な困窮や子育上の不安や悩みなどを抱えこみ、援

助希求を発信できず必要な支援に繋がっていない子育

て家庭があることが考えられます。 

 今後も国の示す配置基準等を踏まえながら児童福祉

司や児童心理司を着実に配置するとともに、児童相談所

や区役所、地域の関係機関が家庭の状況に応じて円滑に

相談を受けることができるよう連携を強化するととも

に、児童虐待の防止に向けたリスク要因の早期把握や家

庭での養育支援に取り組んでまいります。

Ｄ

５  一時保護所を整備し定員増を図ること

を早急に実現していただきたい。 

 児童虐待相談・通告件数の増加に伴い一時保護児童数

が増加した際にも確実に対応することができるよう、受

入れ体制の確保に向け取組を進めてまいります。 

Ｂ

６  一時保護所の児童の登校支援等、子ども

の権利保障について具体的に検討してい

ただきたい。

 一時保護所では、子どもの安全確保と権利擁護が同時

に求められ、学習権の保障や一時保護期間長期化等の課

題への対応が必要であることから、一時保護所の養育環

境改善に向けた検討を行ってまいります。

Ｄ

（２）地域における相談支援の推進に関すること
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
１  保護者の状況に応じ、児童相談所の一時

保護と施設でのショートステイは機能の

違いを踏まえ、適切な機関に繋げていくこ

とが必要である。

 地域の子育て家庭が抱える養育上の不安や悩みが多

様化する中、専門的な知識及び技術を必要とする相談支

援ニーズは高まっており、支援を必要とする方の状況に

応じて、児童相談所の一時保護や施設でのショートステ

イそれぞれの機能を踏まえ、利用・支援に繋げていくこ

とが重要です。今後も各機関との連携強化を図りなが

ら、支援ニーズに合った対応を行うよう努めてまいりま

す。

Ｂ

２  「地域における相談支援の推進」が具体

的、現実的に機能していることが重要であ

る。 

 川崎市の特徴として児童家庭支援セン

 本市においては市内の各児童養護施設・乳児院に児童

家庭支援センターが併設されており、相互の連携を密に

しながら地域での相談支援が行われております。 

 今後も児童家庭支援センターによる支援が必要な方

Ｂ
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
ターが各児童養護施設・乳児院に設置され

ていること、その繋がりが密なことは特筆

すべきことであり、児童家庭支援センター

を広く市民に周知することは意味のある

ことと考える。オレンジリボン運動などに

より、助け合って子育てをすることの気運

を広げていけると良い。

を確実に繋げることができるよう関係機関との連携強

化を図るとともに、他都市とも連携を図りながら、児童

虐待防止や子育て支援に関する普及啓発を推進してま

いります。

３  児童家庭支援センターにおいて専門職

を雇用し活用するためには人件費に加え

て、事業運営費の拡充が必要である。児童

家庭支援センター啓発のための広報費、個

人情報を管理するためのシステム運用費、

家庭訪問や個別支援会議等への出張旅費

等、事業の運営経費の増額が必要である。

 児童家庭支援センターは、児童福祉法に基づき、地域

の家庭への専門的な知識を必要とする相談支援等を行

う児童福祉施設であり、国の補助基準に係る通知に基づ

き運営支援を行っているところです。 

 今後も国の動向を注視しながら、児童家庭支援センタ

ーへの指導委託の状況や相談件数等を踏まえ、運営支援

を行ってまいります。

Ｄ

（３）特別養子縁組等の推進に関すること
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
１  縁組里親が不足している。保護者の同意

があっても委託できる里親候補がおらず、

マッチングができていない。早急に里親の

確保をお願いしたい。

 児童相談所が支援する児童のうち特別養子縁組に繋

げることが適切な児童を確実に繋げていくためには、よ

り多くの「養子縁組里親」が必要であり、様々な広報媒

体の活用や関係機関と連携した啓発活動の実施等によ

り、制度の社会的認知度の向上や登録者の増加に向けた

取組を充実します。

Ｂ

２  特別養子縁組の制度を推進し、子どもた

ちの充実した福祉につなげていけるよう、

努力していただきたい。

 児童相談所が支援する児童のうち特別養子縁組に繋

げることが適切な児童を確実に繋げていくため、「養子

縁組里親」の登録者の確保に向けた取組を推進するとと

もに、「養子縁組里親」への児童の委託推進、「養子縁組

里親」への支援体制の充実を図り、特別養子縁組を推進

していきます。

Ｂ

３  代替養育を受ける児童の進学率は一般

と比べてかなり低く、教育の視点から見る

と法的な親子関係と経済的な安定が得ら

れる特別養子縁組がベストな選択と考え

る。また、民法の改正により年齢上限が６

歳未満から１５歳未満まで拡大されたが、

子どもの年齢を重ねてからの縁組は養親

にとっても子どもにとっても負担が大き

く、０歳児での特別養子縁組件数が増える

ような施策をお願いしたい。

 特別養子縁組は児童にとって大変重要な決定となる

ことから、縁組に繋げる際には、保護者及び児童の状況

の調査を行うとともに、児童の最善の利益の観点から養

子縁組に関する同意を保護者から得ることができるよ

う制度説明や意向確認を確実に実施する必要がありま

す。 

 個々の児童の調査の結果、０歳児からの特別養子縁組

が最適であると考えられる児童については、なるべく早

期に特別養子縁組に繋ぐことができるよう関係機関と

連携しながら養育者とのマッチングを行うとともに、そ

の後の支援を丁寧に行ってまいります。

Ｄ

４ 特別養子縁組を民間あっせん団体に依

頼する場合は高額な費用がかかるし、自治

体に依頼する場合には委託に至るまで時

間を要する。養子縁組のあっせんは透明性

が高く永続的である公的部門が担うべき

で、養親に費用負担が発生しないことが理

想である。また、民間団体であっせんされ

た場合、その費用を確定申告の控除の対象

にすべきではないか。

 民間あっせん機関による特別養子縁組のあっせんに

ついては、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせ

んに係る児童の保護等に関する法律」等に基づき、機関

の事業所の所在する都道府県等による許可により実施

されているところです。 

 厚生労働省の告示「民間あっせん機関が適切に養子縁

組のあっせんに係る業務を行うための指針」において

は、営利を目的とした養子縁組のあっせん禁止が定めら

れ、機関が徴収できるのは法令に定めのある種類の手数

料に限られることとされております。 現在、本市が許

可を行った機関はありませんが、今後も法令に基づき制

度運用を図ることができるよう、関係自治体と連携を図

りながら児童の福祉の向上に向けた取組を進めてまい

ります。

 なお、確定申告の控除については、所得税法等に基づ

き運用されるものと考えております。

Ｄ

５ 里親養育包括支援事業（フォスタリング

事業）の開始に向けた取組を推進し、「養

子縁組里親」への支援体制の充実を図ると

 養子縁組里親に係る里親養育包括支援事業（フォスタ

リング事業）については、事業者の募集など開始に向け

た取組を進めてまいります。 

Ｄ
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
あるが、現状では乳児院職員（保育士・看

護師・心理士）が里親への支援を家庭訪問

して継続的に実施している。里親支援相談

員一人ではアフターフォローを継続的に

実施するのは難しい。里親養育包括支援事

業（フォスタリング事業）として事業運営

ができるような職員配置と事業運営経費

の確保が必要と考える。

 また、乳児院は里親支援において重要な役割を果たし

ており、今後も里親への委託児童数が増加する見込みで

あることから、里親支援専門相談員の増員に必要となる

運営費の加算など支援の充実に努めてまいります。

６ 潜在的な特別養子縁組里親の希望者が

かなり多いと考えられる一方で、委託推進

のためには社会人の大半を占める会社員

にとって使いやすい制度とする必要があ

る。里親・里子間の年齢差の規定を自治体

間で揃えたり、他自治体で里親登録のため

の研修を受けたものは研修を免除したり

するなどの転勤を前提とした制度への転

換が必要と考える。

 共働きの方も含め、様々な状況にある方が里親登録を

検討することができるよう、その一環として、今年度か

ら保育を必要とする里親委託児童の保育所等利用調整

上の優先的な取扱いを開始したところです。 

 また、本市においては里親へ登録する方の年齢要件等

は定めておらず、研修の免除については国の通知に基づ

き、里親登録研修を受けた方等については本市登録前研

修の一部を免除できることとしております。 

 今後も制度の一層の推進に向け、国の動向を注視する

とともに、各自治体との情報交換等を行ってまいりま

す。

Ｃ

７ 週２、３回のパート等、就労形態、修学

形態は多様であるが、現行の保育園の優先

は正社員でフルタイム勤務の方に限定さ

れているため、特別養子縁組里親の保育園

入園の優先にあたって、一時保育（非定型

保育）にも拡大をお願いしたい。

 共働きの方も含め、様々な状況にある方が里親登録を

検討することができるよう、その一環として、今年度か

ら保育を必要とする里親委託児童の保育所等利用調整

上の優先的な取扱いを開始したところです。 

 一時保育については、地域の実情に応じて各施設が利

用者を決定しており、市が優先的な取扱いを行うことは

困難であると考えておりますが、今後も養育援助事業や

レスパイト（里親を対象とした一時的な休息のための援

助）など、里親として児童を養育する方への支援体制の

充実に努めてまいります。

Ｄ

（４）「養育里親」への委託推進に関すること
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
１  ファミリーホームについて、現状本市に

は個人事業として運営する形態しかない

が、法人が運営する形態を具体的に検討し

推進していただきたい。

 ファミリーホームについては、国の通知において、里

親や施設職員経験を有する個人が開設する場合のほか、

児童養護施設等を設置する法人が事業者となり、その雇

用する職員が養育者となることも認められています。

今後も法人が運営する形態も含め、担い手の確保や支援

体制の充実など、ファミリーホームの設置推進に向けた

取組を推進してまいります。

Ｃ

２ 幼稚園、保育園、小中学校の PTA 向けに

広く周知を行うなど、里親と一般家庭の垣

根を低くしていくことが重要である。

 制度の推進に向けては、より多くの方に「養育里親」

について知っていただくことが必要であることから、多

様な広報手段の活用や関係機関と連携した啓発活動等

により、制度の社会的認知度の向上に向けた取組の充実

を図ります。

Ｂ

３ 養育里親が不足している。保護者の同意

があっても委託できる里親候補がおらず、

マッチングができていない。早急に里親の

確保をお願いしたい。

 児童相談所が支援する児童のうち「養育里親」への委

託に繋げることが適切な児童を確実に繋げていくため

には、より多くの「養育里親」が必要であり、様々な広

報媒体の活用や関係機関と連携した啓発活動の実施等

により、制度の社会的認知度の向上や登録者の増加に向

けた取組を充実します。

Ｂ

４ 家族再統合が難しいケースの保護者が、

里親委託に同意しないのは、「自分が親で

なくなってしまう」「子どもをとられてし

まう」という理由が多くある。東京都は、

「ふるさと里親（川崎市）」を「フレンド

ホーム」という名称にしている。「里親」

という名称変更も早急に必要であると考

える。

 児童の養育が困難である保護者の方から「養育里親」

への委託に向けた同意をいただけるよう、制度内容や家

庭環境で養育することの意義等について分かりやすく

丁寧に説明し、関係機関と連携しながら児童の福祉上最

善の選択ができるよう調整を行います。 

 また、里親の名称については、国の有識者会議が提言

した「新しい社会的養育ビジョン」において、国におい

て名称変更することが示されていることから、「川崎市

ふるさと里親制度」も含め、国や他都市の状況を注視し

Ｃ
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
ながら慎重に検討してまいります。

５ 養育者は児童が起きていれば２４時間

ずっと動き続けなければならないし、社会

的養護が必要な児童であれば、一般の児童

より手がかかる部分も多いと感じる。その

ため、レスパイトを利用し、体を休め、頭

を整理することがとても重要になってく

ると思う。それによって、また新たな責任

感で養育に臨むこともできる。里親支援を

考える際には、里親がレスパイトを取りや

すい状況を作っていただけるとありがた

い。

児童の養育にあたっては、里親が不安・悩みを抱え込む

ことがないよう、里親会、乳児院、児童養護施設等の関

係機関や児童相談所及び市の里親養育包括支援事業（フ

ォスタリング事業）受託者がチームとして継続的に支援

を行うとともに、養育援助事業やレスパイト制度の周

知、利用しやすい環境整備など支援体制の充実に努めて

まいります。

Ｂ

６  養育児童に対して川崎市で保険をかけ

ていただいているが、里親及び里親家庭に

対する保証が含まれていないため、里親家

庭への保障も必要である。

 本市では里親家庭へ委託された児童が第三者に対し

て損害を与えてしまった場合や里親の過失による児童

の怪我等に備え、市の負担により損害賠償保険に加入

し、里親が法律上負うべき損害賠償金等に対する保障を

確保しているところです。 

 里親の所有物等への損害への保険適用は現時点では

難しいと考えておりますが、本市では里親の養育に係る

費用として国の基準に加え市独自に里親手当等の加算

を行っており、今後も国の動向を注視しながら支援の充

実に努めてまいります。

Ｄ

７ 里親制度の推進にあたり、里親が困難に

感じる際に支援機関がサポートすること

が重要である。

里親が同じ立場、対等な関係で寄り添っ

たり共感し、時には具体的な日常生活の中

での対処法を教え合ったりできることに

よる支えはとても大きく、里親登録者が任

意で加入することができる当事者団体で

ある里親会のピアサポート機能の充実が

必要である。 

（その他同趣旨３件）

 里親への支援の充実を図るにあたり、里親当事者によ

る支援（ピアサポート）は不安や悩みを抱える里親に寄

り添いながら相談支援を行うことが期待され、大変重要

であると考えられることから、計画書Ｐ１９中段の表及

びＰ２２上段の表に「児童を養育する中で抱える不安や

悩みを里親という同じ立場にある方が共有し相互に相

談支援を行うことができるよう、里親会や関係機関との

連携を強化しながら里親当事者による支援がより円滑

に行える環境を整えます。」の文言を追加しました。

Ａ

８ 里親数を増やすことは容易ではなく、既

存の里親に対するフォローについては、制

度は確立されているかもしれないが、内容

が不十分であると感じる。 

 里親会は常日頃会員の悩みを聴く場を

設け会員に寄り添うと共に、研修・交流の

場を設けており、会員相互のケアと親睦を

図っている。里親会と関わる中で里親同士

の関わりがいかに大切かを実感しており、

里親会が行政と一体になって川崎の社会

的養育の一端を担う上で、里親会の法人化

に向けた検討が必要ではないかと思う。

 里親への支援については、里親会、乳児院や児童養護

施設等の関係機関や児童相談所及び市の里親養育包括

支援事業（フォスタリング事業）受託者がチームとして

継続的に支援を行うことができるよう環境整備に努め

ています。

特に里親会は、里親同士の共助を担う里親支援機関と

して、各種研修や相互交流機会の確保等、様々な取組を

行っており、本市の里親制度の推進に向けて、今後も重

要な役割を担う機関であると認識しております。 

 法人化を含めた里親会のあり方については、里親会に

おいて検討が行われるものと考えておりますが、今後も

当事者であるからこそ可能な里親支援を担っていただ

けるよう、本市としても一層の連携強化を図りたいと考

えております。

Ｅ

９ 里親が児童相談所等に対して相談しに

くい状況があると思う。 

 里親養育包括支援事業（フォスタリング

事業）充実のため、静岡市のように里親会

と児童相談所を繋ぐＮＰＯ法人などの新

たな団体によるサポートが急務だと思う。

 里親制度の推進に向けては、児童相談所のほか里親

会、乳児院、児童養護施設等の関係機関や里親養育包括

支援事業（フォスタリング事業）受託者が里親からの相

談支援を行うなど、チームとして養育を行うことが重要

であると考えています。 

 今後も、ＮＰＯ法人も含め、地域の関係機関との連携

強化やフォスタリング事業の充実などにより里親が相

談しやすい環境を目指し取組を進めてまいります。

Ｂ
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
10  里親等委託率を上げることは重要だが、

継続性が重要であり、不調解除とならない

ための対策が必要である。 

 そのためには里親及び里親養育に関す

る専門的な知識を有する者による継続的

で長期的な里親への援助が必要となる。 

 里親同士の繋がりも重要であるが、お互

いの家を頼れない時にはいつでも里親の

SOS を受け止めることができる環境が必

要。

 里親制度の推進に向けては、養育上の負担や悩みを里

親だけで抱え込むことなく、里親会、乳児院や児童養護

施設等の関係機関や児童相談所及び市の里親養育包括

支援事業（フォスタリング事業）受託者がチームとして

養育を行うことが重要であると考えています。 

 今後も里親がより相談しやすい環境整備に向け、地域

の関係機関との連携強化やフォスタリング事業の充実

など支援体制の強化を進めてまいります。

Ｂ

（５）施設における専門的支援の充実に関すること
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分

１ 今まで施設における家庭的養護を目指

し、施設として少しでも家庭に近づけるよ

うに環境を備えてきたが、今後、施設はど

こを目指せばよいのか不安がある。

 本市の施設では入所児童への家庭的養育のほか、併設

する児童家庭支援センターと連携した地域の児童・家庭

への相談支援や里親支援、地域の関係団体への活動支援

等、地域福祉における重要な拠点としての役割を担って

いるところです。 

 施設においては、今後も家庭的な環境の中で様々な状

況にある児童に対し複数の専門職によるきめ細やかな

支援や、施設におけるショートステイや一時保護委託へ

の対応、保護者支援等を行っていくことが必要であると

考えております。今後も地域の状況に応じて各施設が持

つ強みを発揮しながら運営できるよう、本市としても高

機能化・多機能化に向けた支援の充実に努めてまいりま

す。

Ｄ

２ 施設の高機能化、多機能化を推進するに

は、安定した財源が必要である。

一時保護対応も多く、また長期化してし

まうケースも多い。一時保護児童も措置児

童と同様の養育を行っているので、費用を

見直してほしい。また、入所児童数につい

ては施設側で決めることはできないので、

入所児童数が減少すると翌年度の運営費

収入が減少するしくみを見直してほしい。

 施設の高機能化・多機能化の推進に向けては、施設が

多様な役割を円滑に果たせるよう環境整備を図る必要

があると考えております。 

 施設の運営費は国の基準に基づき支給するほか、市独

自に職員の加配や施設運営に係る加算等を行ってきた

ところです。今後も施設職員の人材育成や、課題への組

織的な対応力の強化等、施設の持つ専門性の一層の向上

を図ることができるよう、国の動向を注視しながら支援

の充実に努めてまいります。

Ｄ

３ 乳児院に新生児が多い場合や、夜間の入

所、夜間の通院等、夜勤業務は職員の負担

となっている。夜間業務を担う職員体制の

充実が必要である。

 乳児院では医療機関や児童相談所と連携を図りなが

ら、休日・夜間を問わず児童の支援を行っており、今後

も確実な対応が図れるよう環境整備を図る必要がある

と考えております。 

 本市においては夜間対応を含めた乳児院における支

援の困難さも踏まえ、国の補助事業を活用した医療機関

等連絡調整員の配置や市独自の職員加配等を図ってき

たところですが、今後も病虚弱にある乳児の一時保護に

係る加算の新設や施設職員の確保・育成支援の取組の推

進など支援の充実に努めてまいります。

Ｄ

４ 地域小規模児童養護施設の設置推進に

ついて、物件確保が大きな課題となってい

る。川崎市独自の推進策も検討していただ

きたい。

 地域小規模児童養護施設は児童の安全を確保するた

め、児童福祉施設として安全確保に必要な設備基準を満

たすとともに、十分な広さがある物件で運営する必要が

あります 

 地域小規模児童養護施設の設置を推進するためには

要件を満たす物件の確保が必要となりますので、今後も

設置を検討する法人と連携を図りながら、消防法や建築

基準法等の関係法令を所管する部局との協議に係る支

援や基準に適合する可能性がある物件所有者への制度

説明等、設置に向けた支援を推進してまいります。

Ｄ

５ 乳児院では里親委託後に家庭訪問や各

種相談などアフターフォローを行ってい

るが、日々子どもたちを養育している人員

 乳児院は里親支援において重要な役割を果たしてお

り、今後も里親への委託児童数が増加する見込みである

ことから、里親支援専門相談員の増員を図るなど、里親

Ｄ
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
からアフターフォロー要員を出すのは厳

しい現状がある。里親担当職員(保育士だ

けでなく看護師、心理士なども)が増員さ

れれば、もっときめ細やかなアフターフォ

ローができるのではないかと思う。

支援機能の向上に向けた取組を推進してまいります。

６ 乳児院のショートステイの枠が少ない

と感じる。また、緊急対応がある一方で急

なキャンセルなどもあり、安定した人員配

置が難しく、夜勤に関しても乳児院本体と

は違い、常に慣れない子どもたちを見守る

ことは心理的負担が大きい。産後うつのケ

ースなども、親子分離をせずにショートス

テイを使いながら在宅の方を多く見てい

るので、今以上にショートステイで対応可

能なケースをきちんと対応できるよう、人

員・設備面共に整備されることを願う。

 地域の子育て家庭が抱える養育上の不安や悩みが多

様化する中、専門的な知識及び技術を必要とする相談支

援ニーズが高まっており、今後も児童家庭支援センター

による子育て相談やショートステイ事業は地域での子

育て支援において重要な役割を担うものと考えており

ます。 

 今後、里親への児童の措置が進むことが想定されるこ

とから、乳児院への入所児童の状況を踏まえながら、シ

ョートステイ等、地域支援機能の充実に向けた検討を進

めてまいります。

Ｄ

７ 児童相談所の一時保護の体制強化への

取組が計画されているが、乳児院において

も一時保護を実施しており、夜間の職員増

等、乳児院の一時保護体制強化を図って欲

しい。 

（その他同趣旨２件）

 乳児院においては医療機関や児童相談所と連携を図

りながら、休日・夜間を問わず児童の支援を行っており、

今後も確実な対応が図れるよう環境整備を図る必要が

あると考えております。 

 本市においては夜間対応も含めた乳児院における支

援の困難さも踏まえ、国の補助事業を活用した医療機関

等連絡調整員の配置や市独自の職員加配等を図ってき

たところですが、今後も病虚弱にある乳児の一時保護に

係る加算の新設や施設職員の確保・育成支援の取組の推

進など支援の充実に努めてまいります。

Ｄ

８  施設職員について、保育所の保育士と同

様の処遇改善や住宅手当が必要である。 

（その他同趣旨６件）

 保育士をはじめとする職員はその専門性から多方面

でニーズが高まっており、家庭的養育に必要な職員の確

保や、施設職員がより長く働き続けることができる環境

を整えることが必要です。 

 本市においては市独自の住宅手当加算の新設など施

設職員の確保・定着や専門性向上に向けた取組を検討し

ており、今後も国の動向を注視しながら、支援の充実に

努めてまいります。

Ｄ

９ 施設が多機能化され、デイステイ・ショ

ートステイへの対応も施設職員への負担

が大きく、職員のケアが不十分である。

 施設の多機能化に向けては、施設職員の人材育成や課

題への組織的な対応力の強化等、施設の持つ専門性の一

層の向上を図る必要があります。各施設において職員が

継続的に働きその専門性の向上を図ることができるよ

う、専門家によるスーパーバイズに係る支援や県内各自

治体と施設との相互連携による共同研修や相談支援体

制の確保等、施設職員の人材育成や負担軽減に向けた支

援の充実に努めてまいります。

Ｄ

10 施設職員について、保育所の保育士と同

様に保育所入所についての優先的な取扱

いが必要である。 

（その他同趣旨１件）

 保育所に勤務する保育士については、国の通知に基づ

き、保育士不足により保育受入枠を限定せざるを得ない

場合があることに対応するための時限的な措置として

保育所等の利用調整上、優先的な取扱いを行っていま

す。 

 代替養育を担う施設においても保育士等の確保が必

要な状況であることは認識しておりますので、国の動向

を注視しながら、保育所入所についての優先的な取扱い

の可否を検討してまいります。

Ｄ

11  施設への理解を深めてもらいたい。この

ままでは施設職員になりたい希望者がい

なくなってしまうのではないかと懸念し

ている。

 代替養育を担う施設は、入所児童への支援以外にも地

域福祉における重要な拠点となっており、広く市民にそ

の役割を理解いただくことが重要であると考えており

ます。 

 本市においては関係機関と連携しながら社会的養育

や児童虐待防止等に関する普及啓発を通じて施設の理

解を広めていくとともに、施設職員が働きやすい環境の

整備に努めてまいります。

Ｂ

12 育児に係る短時間勤務ができる期間を  施設の専門性の維持向上に向けては、各施設において Ｄ
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
長くしてほしい。 職員がより長く働き続けることができる環境を整える

ことが必要です。 

 施設職員の育児支援に係る勤務形態や支援策につい

ては各施設運営法人が行っているところですが、本市と

しては、これまでも国の基準を上回る職員の加配により

施設職員体制の充実に努めており、今後も施設職員の確

保・定着に向けた支援の充実等により、児童の処遇向上

と施設職員の負担軽減に努めてまいります。

13  個別に子どもと関わるため、職員体制の

充実が必要である。 

 また、女性が多い職場であり、女性なら

ではの悩みに対する対策・制度を設けてほ

しい。

 施設の専門性の維持向上に向けては、各施設において

全ての職員が働き続けることができる環境を整えるこ

とが必要です。

本市では市独自の職員加配により施設職員の負担軽

減に努めるとともに、運営法人と連携しながら、相談支

援体制の確保や職場環境の改善に努めているところで

す。 

 今後も施設職員の確保・定着に向けた支援の充実によ

り、児童の処遇向上と施設職員の負担軽減に努めてまい

ります。

Ｄ

（６）児童の自立支援の推進に関すること
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
１ 教育の充実により自己肯定感を持たせ、

自立支援のための取組を進めてほしい。

 児童の自立に向けては、意欲のある児童が希望する進

路を安心して選択できるよう支援を進めていく必要が

あります。 

 本市では「子ども・若者応援基金」を活用し、学校教

育に加えて児童の理解度等に応じた学習支援を行い、児

童が自己肯定感を高めることができるよう取組むとと

もに、市独自の給付型奨学金の支給により希望する児童

が安心して進学できる環境整備に努めております。

また、円滑な自立に向けた自立支援事業として就労・

進学に関する相談支援を行っており、今後も児童の自立

支援に取り組んでまいります。

Ｂ

（７）代替養育の量の見込みと代替養育体制の確保に関すること
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
１ 国の指針、市の数値目標を達成できるよ

う努力していただきたい。

 本市では国の計画策定要領に示される里親等委託率

や本市の里親の活動状況を踏まえ、必要となる里親の登

録数や施設定員数を見込み、確保を目指すこととしてお

ります。 

 今後も児童福祉法等の関係法令に基づき、児童の最善

の利益の確保に向け、様々な状況にある児童に最適な支

援を目指し取り組んでまいります。

Ｂ

（８）児童の状況を踏まえた家庭養育の推進に関すること
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
１ 里親への児童の委託決定においては組

織的に対応してもらいたい。

 本市では里親へ児童を委託する際には、児童相談所の

ほか施設等関係機関が参加するマッチング会議におい

て検討を行った上で、児童相談所において組織的に決定

しているところです。 

 今後も児童に対する医療的・心理的ケアの必要性や障

害・発達の状況等について十分なアセスメントを行った

上で、児童本人や保護者、代替養育を担う里親等の意向

を十分に尊重しながら、児童が最適な環境での養育を受

けられるようマッチングを行ってまいります。

Ｄ

２  家庭において養育することが困難・適当

でない場合、里親委託推進は必要である

が、数値目標ありきではなく、適正なアセ

スメントのもと最善の利益が保証できる

 児童福祉法の趣旨を鑑み家庭環境での代替養育を一

層推進していくため、本計画では計画策定要領に示され

た里親等委託率の指標を踏まえ里親等への委託児童数

を推計しています。 

Ｂ
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分
よう取組んでいただきたい。  しかしながら、代替養育を必要とする各児童の置かれ

た状況は様々であり、代替養育環境の選択にあたって

は、家庭環境での養育を基本としながら、児童の最善の

利益の保証に向けて医療的・心理的ケアの必要性や障

害・発達の状況等について十分なアセスメントを行った

上で、児童本人や保護者、代替養育を担う里親等の意向

を十分に尊重しながら、児童が最適な環境での養育を受

けられるようマッチングを行ってまいります。

３ 養育に専門的な知識や特殊な知識が必

要となる児童は里親委託を避けるなど、不

調により委託解除とならないための対策

が必要である。 

 児童福祉法の趣旨を鑑み家庭環境での代替養育を一

層推進していくため、本計画では計画策定要領に示され

た里親等委託率の指標を踏まえ里親等への委託児童数

を推計しています。 

 しかしながら、代替養育を必要とする各児童の置かれ

た状況は様々であり、代替養育環境の選択にあたって

は、家庭環境での養育を基本としながら、児童に対する

医療的・心理的ケアの必要性や障害・発達の状況等につ

いて十分なアセスメントを行った上で、養育に専門的な

知識が必要な場合には施設を選択するなど児童が最適

な環境での養育を受けられるようマッチングを行って

まいります。

Ｂ

（９）計画全般に関すること
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分

１ 関係者だから理解できる言葉が多く、皆

が理解できる言葉を使ってほしい。

 計画Ｐ５に（６）として「川崎市地域包括ケアシステ

ム推進ビジョンに基づく施策の推進」に関する説明を追

記するとともに、（７）本計画における用語の定義に、「一

時保護」「措置」「アセスメント」に関する説明を追記す

るほか、用語・文言の整理を行いました。

Ａ

２ 児童のために役に立ちたい潜在的な市

民は多くいると思うので、支援体制の強化

に向けてボランティアの活用やＮＰＯ法

人との連携の推進など広く市民参加を可

能にしてはどうか。

 社会的養育に関する施策の推進に向けては、広く市民

の皆様の御理解・御協力をいただくことが必要であり、

事業内容に応じて市民の方々に御協力いただけるよう

工夫を行いながら取組を進めることが重要であると考

えておりますので、今後の施策の推進においても留意し

てまいります。

Ｃ

３ これまで行ってきた施策内容とその結

果、計画期間中の主な取組について、具体

的に記載されているとより分かりやすく

なると感じた。

本市ではこれまで計画書Ｐ１に記載のとおり、「川崎

市社会的養護の推進に向けた基本方針」に基づき施策を

推進してきましたが、御意見を踏まえ、これまでの取組

をより具体的にお示しするため、計画書Ｐ１の１段落目

４行目・５行目を「児童養護施設・乳児院等における家

庭的養護の推進（職員配置の充実やケア形態の小規模化

等）や里親制度による家庭養護の推進（里親制度に関す

る普及啓発や里親登録数の増加、里親委託の推進、里親

への支援体制の充実等）に向けた取組を推進していると

ころです。」と下線部を追記しました。なお、各施策の

実施結果は毎年度評価を行い、その後の取組に活用して

いるところです。

引き続き、計画に位置付けた施策を着実に推進すると

ともに、分かりやすい計画づくりに努めてまいります。

Ｃ

４  養育困難な児童を増やさないよう予防

にも力を入れるべきである。 

 効果的な施策推進や計画の見直しに向

けては、原因の分析や現状の正確な把握が

必要と考える。

 家庭での生活を継続するための養育支援や児童虐待

等の予防に向け、児童相談所や区役所、地域の関係機関

が連携しながら児童虐待の防止に向けたリスク要因の

早期把握や家庭での養育支援に取り組んでまいります。 

 今後も支援を必要とする児童・家庭の状況を把握しな

がら、施策推進や計画の改定を行ってまいります。

Ｃ

５ 計画に記載された施策を着実に推進し

ていただきたい。

 本計画では社会的養育の推進に向けた施策に係る推

進項目と計画期間中の主な取組を記載しており、その実

現に向けて取組を進めてまいります。

Ｃ
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（10）その他
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分

１ 色々な案件のパブリックコメント募集

が出ているが、同じ時期に多くの案を出す

やり方に疑問がある。

 パブリックコメント手続は、市民生活に重要な政策等

を定めるにあたり、市民の市政への参加を推進するとと

もに、行政運営の透明性の向上を図るため実施してお

り、多くの市民から意見を提出いただき、よりよい政策

等とすることが重要です。 

 今後も政策等の内容等に応じて適切な時期に手続を

実施するよう努めてまいります。

Ｅ
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「川崎市社会的養育推進計画」 主な修正箇所

修正後 修正前

Ｐ１ 

ア 川崎市社会的養護の推進に向けた基本方針に基づく施策の推進 

要保護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童）の支援について、本

市では平成２６年度末に「川崎市社会的養護の推進に向けた基本方針（対象期間：平成２７（２０１５）年度～令和

１１（２０２９）年度）」（以下「基本方針」という。）を策定し、児童養護施設・乳児院等における家庭的養護の推

進（職員配置の充実やケア形態の小規模化等）や里親制度による家庭養護の推進（里親制度に関する普及啓発や里親

登録数の増加、里親委託の推進、里親への支援体制の充実等）に向けた取組を推進しているところです。 

Ｐ５

（６）川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンに基づく施策の推進 

 「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」（以下「推進ビジョン」という。）においては、「川崎らしい都市型

の地域包括ケアシステムの構築による誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる

地域の実現」を基本理念に取組を進めることとしており、推進ビジョンは関連する個別計画の上位概念として位置づ

けられています。本計画においても推進ビジョンに掲げる基本理念のもと、関連する取組を進めていきます。 

Ｐ５

【用語の定義】 

一時保護：児童福祉法の規定に基づき、児童相談所長が、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため又は児童

の心身の状況や置かれている環境等を把握するため、児童を一時的に保護すること 

  措置：児童福祉法の規定に基づき、児童相談所長が、児童を里親等へ委託又は児童養護施設等へ入所させること

（略） 

アセスメント：子どもの安全に関わる危機の有無を確認するため、児童や家庭等に関する状況について確認し評価を

行うこと 

Ｐ１ 

ア 川崎市社会的養護の推進に向けた基本方針に基づく施策の推進 

要保護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童）の支援について、本

市では平成２６年度末に「川崎市社会的養護の推進に向けた基本方針（対象期間：平成２７（２０１５）年度～令和

１１（２０２９）年度）」（以下「基本方針」という。）を策定し、児童養護施設・乳児院等における家庭的養護の推

進や里親制度による家庭養護の推進に向けた取組を推進しているところです。 

Ｐ５ 

（追加） 

（追加） 

資料２
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修正後 修正前

Ｐ１９ 

推進項目 計画期間中の主な取組 

「養子縁組里親」への支援体制

の充実 

(こども未来局：こども保健福祉課、保育課) 

〔「養子縁組里親」への支援体制の充実〕 

「養子縁組里親」に関する普及啓発から登録に向けた面談・

研修、児童とのマッチングや交流、児童委託後の支援まで継

続的な支援を行うため、里親養育包括支援事業（フォスタリ

ング事業）の開始に向けた取組を推進し、「養子縁組里親」へ

の支援体制の充実を図ります。 

児童を養育する中で抱える不安や悩みを里親という同じ立場

にある方が共有し相互に相談支援を行うことができるよう、

里親会や関係機関との連携を強化しながら里親当事者による

支援がより円滑に行える環境を整えます。 

保育を必要とする里親委託児童の保育所等利用調整上の優先

的な取扱いにより、里親の養育上の負担軽減を図るとともに、

保育所による相談支援等、様々な状況にある児童を安心して

養育できる環境を整えます。 

Ｐ２１～Ｐ２２ 

推進項目 計画期間中の主な取組 

「養育里親」への支援体制の充

実 

(こども未来局：こども保健福祉課、保育課) 

〔「養育里親」への支援体制の充実〕 

「養育里親」に関する普及啓発から登録に向けた面談・研修、

児童とのマッチングや交流、児童委託後の支援まで継続的な

支援を行う里親養育包括支援事業（フォスタリング事業）の

充実を図ります。 

〔関係機関との連携による支援体制の充実〕 

「養育里親」への委託前に児童が施設に入所している場合に

は、児童の養育を担う乳児院・児童養護施設等と緊密に連携

を図りながら「養育里親」と児童のマッチングを行うととも

に、「養育里親」と児童の交流や委託後の支援を協働して実施

し、児童が「養育里親」の家庭に安心して移ることができるよ

うきめ細やかな支援を行います。 

児童を養育する中で抱える不安や悩みを里親という同じ立場

にある方が共有し相互に相談支援を行うことができるよう、

里親会や関係機関との連携を強化しながら里親当事者による

支援がより円滑に行える環境を整えます。 

保育を必要とする里親委託児童の保育所等利用調整上の優先

的な取扱いにより、里親の養育上の負担軽減を図るとともに、

保育所による相談支援等、様々な状況にある児童を安心して

養育できる環境を整えます。 

Ｐ１９ 

推進項目 計画期間中の主な取組 

「養子縁組里親」への支援体制

の充実 

(こども未来局：こども保健福祉課) 

〔「養子縁組里親」への支援体制の充実〕 

「養子縁組里親」に関する普及啓発から登録に向けた面談・

研修、児童とのマッチングや交流、児童委託後の支援まで継

続的な支援を行うため、里親養育包括支援事業（フォスタリ

ング事業）の開始に向けた取組を推進し、「養子縁組里親」へ

の支援体制の充実を図ります。 

（追加） 

保育を必要とする里親委託児童の保育所等利用調整上の優先

的な取扱いにより、里親の養育上の負担軽減を図るとともに、

保育所による相談支援等、様々な状況にある児童を安心して

養育できる環境を整えます。 

Ｐ２１～Ｐ２２ 

推進項目 計画期間中の主な取組 

「養育里親」への支援体制の充

実 

(こども未来局：こども保健福祉課) 

〔「養育里親」への支援体制の充実〕 

「養育里親」に関する普及啓発から登録に向けた面談・研修、

児童とのマッチングや交流、児童委託後の支援まで継続的な

支援を行う里親養育包括支援事業（フォスタリング事業）の

充実を図ります。 

〔関係機関と連携による支援体制の充実〕 

「養育里親」への委託前に児童が施設に入所している場合に

は、児童の養育を担う乳児院・児童養護施設等と緊密に連携

を図りながら「養育里親」と児童のマッチングを行うととも

に、「養育里親」と児童の交流や委託後の支援を協働して実施

し、児童が「養育里親」の家庭に安心して移ることができるよ

うきめ細やかな支援を行います。 

（追加）

保育を必要とする里親委託児童の保育所等利用調整上の優先

的な取扱いにより、里親の養育上の負担軽減を図るとともに、

保育所による相談支援等、様々な状況にある児童を安心して

養育できる環境を整えます。 
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修正後 修正前

Ｐ３３ 

■代替養育（施設等）の確保方策 

Ｐ３３ 

■代替養育（施設等）の確保方策 
（単位：人）

Ｈ３0
（2018）

Ｒ１
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

児童養護施設 162 162 162 160 160 154 154 154 154 154 154 154

地域小規模児童養護施設 36 30 36 42 42 48 48 48 54 54 54 54

乳児院 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

広域入所（県施設等） 73 65 60 55 50 45 40 35 30 25 24 24

計（児童養護施設・乳児院） 316 302 303 302 297 292 287 282 283 278 277 277

児童心理治療施設 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

自立援助ホーム 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12

広域入所（県施設等） 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

計(専門的施設) 58 58 58 64 64 64 64 64 64 64 64 64

合計 374 360 361 366 361 356 351 346 347 342 341 341

年度
第3期第2期第１期

（単位：人）

Ｈ３0
（2018）

Ｒ１
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

児童養護施設 162 162 162 160 160 154 154 154 154 154 154 154

地域小規模児童養護施設 36 30 36 42 42 48 48 48 54 54 54 54

乳児院 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

広域入所（県施設等） 73 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

計（児童養護施設・乳児院） 316 302 303 302 297 292 287 282 283 278 273 268

児童心理治療施設 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

自立援助ホーム 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12

広域入所（県施設等） 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

計(専門的施設) 58 58 58 64 64 64 64 64 64 64 64 64

合計 374 360 361 366 361 356 351 346 347 342 337 332

年度
第3期第2期第１期
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